
　　　　　　　 

　すかいグループホーム　　重要事項説明書　兼　契約書 
認知症対応型共同生活介護　介護予防認知症対応型共同生活介護 

　　　　　 
 
 
１　すかいグループホームの概要　　　　　 
　（１）事業所の概要 

施設名 すかいグループホーム 

所在地 青森市花園二丁目４４番地７号 

電話番号 ０１７－７６５－２６６６ 

ＦＡＸ番号 ０１７－７６５－２６７５ 

介護保険事業所番号 ０２７０１０１６７８ 

　　　 
 
　（２）当施設の職員体制〉２階部分 

職　　名 資　　格 常勤 非常勤 
兼務の
別 

合計 業務内容 

管理者 介護福祉士 １名 ０名 あり １名 
介護従業者及び業務
の管理 

計画作成担当
者 

介護支援専門
員 
介護福祉士 
その他 

０名 
２名 

 
 

１名 
 

 

あり ３名 

介護予防認知症対応
型共同生活介護計画
の作成 
入浴・排せつ・食事等
生活全般に係わる援
助 

介護従事者 

看護師 　０名 ０名 なし ０名 

入浴・排せつ・食事等
生活全般に係わる援
助 

介護支援専門
員 ０名 　０名 なし ０名 

介護福祉士 　３名 　０名 あり ３名 

ヘルパー１
級 

　０名 　０名 なし 名 

ヘルパー２
級 

　０名 　１名 なし １名 

その他 　３名 　０名 なし ３名 

合計 　６名 　２名 － ８名 － 

職員の勤務形
態 

①　早番　　７：００～１６：００（　　１人） 
②　日勤　　９：００～１８：００（　　１人） 
③　遅番　１０：００～１９：００（　　１人） 
④　夜勤　１９：００～　８：００（　　１人） 
 

 
（３）　当事業所の設備の概要 

定員 ９人（全室１人部屋） 居室面積 １１．２６㎡～１９．８４㎡ 

居間兼食堂 ４２．８㎡   

浴室 ユニット式　３．９６㎡   

　　　 
 
 
　　　　 



　（２）当施設の職員体制　３階部分 

職　　名 資　　格 常勤 
非常
勤 

兼務の
別 

合計 業務内容 

管理者 
介護支援専門
員 

　１名 ０名 あり １名 
介護従業者及び業務
の管理 

計画作成担当
者 

介護支援専門
員 

 
　１名 

 
　１名 あり ２名 

介護予防認知症対応
型共同生活介護計画
の作成 
入浴・排せつ・食事等
生活全般に係わる援
助 

介護従事者 

看護師 　０名 　０名 なし ０名 

入浴・排せつ・食事等
生活全般に係わる援
助 

介護支援専門員 　１名 　０名 あり １名 

介護福祉士 　２名 　０名 なし ２名 

ヘルパー１級 　０名 　０名 なし ０名 

ヘルパー２級 　２名 　0名 なし ２名 

その他 　１名 　０名  １名 

合計 ６名 　１名 － ７名 － 

職員の勤務形
態 

①　早番　　７：００～１６：００（　　１人） 
②　日勤　　９：００～１８：００（　　１人） 
③　遅番　１０：００～１９：００（　　１人） 
④　夜勤　１９：００～　８：００（　　１人） 
 

（３）　当事業所の設備の概要 

定員 ９人（全室１人部屋） 居室面積 １１．９９㎡～１５．４３㎡ 

居間兼食堂
　 

４９．５㎡   

浴室 ユニット式　４．０５㎡   

　 
　２　当施設の特徴等 
　（１）運営の方針　　　　　 
指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症である利用者が可能な限り共同生活住居
において、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び
機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助します。 

２　事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。 
３　事業所は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう利用者の心身状況を踏
まえて、妥当適切にサービスを提供します。 

４　事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の地域密着
型サービス事業者又は居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連
携に努めるものとします。 

５　事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講じるものとします。 

６　事業所は、指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕を提供するに当

たっては、介護保険法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適

切かつ有効に行うよう努めるものとします。 
７　指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の提供の終了に際しては利用者又は
その家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行います、 

８　前７項のほか、「青森市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例」、「青森市指定地域密着型介護予防
サービスに関する基準を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。 
（２）サービス利用のために 

事　　項 備　　考 



認知症性老人の介護経験
者 

看護師、準看護師、介護福祉士、ヘルパー、認知症介護基礎研
修修了者等が介護を行います 

従業員への研修の実施 
認知症介護実務者研修他様々な研修に参加しています。また、
年２回以上の社内研修を全従業員に実施しています。 

サービスマニュアル 
計画作成担当者の計画に沿った適切なサービスを提供していま
す。 

（３）サービスの利用に当たっての留意事項 

面会 面会時間　午前８時～午後６時まで 

外出・外泊 
外出・外泊の際は、行き先と帰宅時間、連絡先を職員にお伝え下
さい 

飲酒・喫煙 状況を勘案し、相談に応じます。 

金銭、貴重品の管理 管理者が責任を持って管理いたします。 

所持品の持ち込み 相談のうえ、可能な限り認めます。 

設備、器具の利用 相談のうえ、可能な限り認めます。 

３　サービスの内容 

サービス 内　　　　容 

食事 
朝食　午前７時～　昼食　午後１１時３０分～　夕食　午後５時３０分～ 
※上記時間帯を問わず、ご希望の時間帯に食事の提供をさせて頂きます 

入浴 
週２回以上入浴の時間を設定します。 
ただし、状態に応じ、特別浴又は清拭となる事もあります。 

生活相談 
管理者、看護師、介護支援専門員、計画作成担当者等が、日常生
活に関することなどについても相談をお受けいたします。 

介護 心身の状況に応じた介護を提供します。 

健康管理 
個々の状態、又はかかりつけ医の指示の元個別での健康管理をしま
す。 

レクリエーション 
週３回以上のレクリエーションを行い又、年２回以上の季節の行事な
ども適宜行っております。 

４　利用料金 
　（１）基本利用料 
　　　　ア　（介護予防）認知症対応型共同生活介護利用料 
　　　　　　介護保険から給付サービスを利用される場合は、原則として介護保険法による割合です。 

 １日当たりの利用料金 
自己負担額
（１割負担） 

自己負担額　　
（２割負担） 

自己負担額　　（３
割負担） 

要支援2 ７，４９０円 ７４９円 １，４９８円 ２，２４７円 

要介護度１ ７，５３０円 ７５３円 １，５０６円 ２，２５９円 

要介護度２ ７，８８０円 ７８８円 １，５７６円 ２，３６４円 

要介護度３ ８，１２０円 ８１２円 １，６２４円 ２，４３６円 

要介護度４ 　 ８，２８０円 ８２８円 １，６５６円 ２，４８４円 

要介護度５ ８，４５０円 ８４５円 １，６９０円 ２，５３５円 

　　　　・短期利用型の創設―１ユニット（共同生活住居）につき、定員の枠内で１名を限度として、あらかじめ３０日以内
の期間を定めてサービス提供を行うものとする 

　　　 
　　　　※短期利用の料金表 

 １日当たりの利用料金 
自己負担額　
（１割負担） 

自己負担額　
（２割負担） 

自己負担額　　　
（３割負担） 

要支援2 ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円 

要介護度１ ７，８１０円 ７８１円 １，５６２円 ２，３４３円 



要介護度２ ８，１７０円 ８１７円 １，６３４円 ２，４５１円 

要介護度３ ８，４１０円 ８４１円 １，６８２円 ２．５２３円 

要介護度４ ８，５８０円 ８５８円 １，７１６円 ２，５７４円 

要介護度５ ８，７４０円 ８７４円 １，７４８円 ２，６２２円 

※　令和３年９月30日までの間は基本報酬に係る経過措置により、経過措置に規定される所定単位数の 
1001/1000に相当する単位数を算定します。 

（２）加算料金 
  １０割負担額 　１割負担 ２割負担 ３割負担 
ア 初期加算 　　３００円 　　３０円 ６０円 ９０円 

イ 医療連携体制加算（Ⅰ）ハ 　　３７０円 　　３７円 ７４円 １１１円 
 

ウ サービス提供体制強
化加算Ⅲ　 

　　　６０円 　　　６円 １２円 １８円 

エ 看取り加算 
死亡日以前３１日～　４

５日 

　　７２０円 　　７２円 １４４円 ２１６円 

死亡日以前４～３０日 　１，４４０円 　１４４円 ２８８円 ４３２円 

死亡日前日及び前々
日 

　６，８００円 　６８０円 　１，３６０円 ２，０４０円 

死亡日 １２，８００円 １，２８０円 　２，５６０円 ３，８４０円 

オ 退居時相談援助加算 　４，０００円 　　４００円 　　　８００円 １，２００円 

カ 入院時費用加算 　２，４６０円 　　２４６円 　　　４９２円 　　　７３８円 

キ 口腔・栄養スクリーニン
グ加算 

　２，０００円 　　２００円 　　　４００円 　　　６００円 

ク 栄養管理体制加算 　３，０００円 　　３００円 　　　６００円 　　　９００円 

ケ 生活機能向上連携加
算　 

　２，０００円 　　２００円 　　　４００円 　　　６００円 

コ 退居時情報提供加算 　２，５００円 ２５０円 　　　５００円 　　　７５０円 

ア　初期加算　　　　　　　 
　　　　　※初期加算は、入所した日から起算して３０日以内の期間であること。また、医療機関に１カ月以上入院

した後、退院して再入居した場合も同様とします。 
　　　　イ　医療連携体制加算　（Ⅰ）ハ　　 

※２４時間訪問看護ステーションと連携、連絡体制を確保し、加算されます。 
訪問看護ステーション事業所　ナースステーションいきいきケア 

ウ、サービス提供体制強化加算Ⅲ　 
　安定的な介護サービスの提供を確保する観点から、常勤職員が一定割合雇用されている 
事業所に加算されます（常勤職員が７５％以上配置されていること） 

　　　　エ、看取り加算　　　　 
　　　　　看取りに関する指針、重度化した場合における対応に係る指針に基づき、入居中の健康管理について

重視します。（看取りの指針、重度化した場合における指針参照） 
　　　　　※算定要件 

　　　　１、医師が医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者であること 
　　　　　　２、利用者又は家族の同意を得て、利用者の介護に係る計画が作成されていること 
　　　　　　３、医師、看護師（当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該認知症対応型共同生活介

護事業所と密接な連携を確保できる、自動車等による移動時間がおおむね２０分囲内の距離にある
病院、診療所または、訪問看護ステーションの職員に限る）、介護職員が共同して、利用者の状態
や家族の求めに応じて、随時、介護が行われていること 

　　　　オ、退居時相談援助加算　　　 
　　　　　　※地域の認知症介護の拠点として、グループホームを退居する利用者様が自宅や地域での生活を継

続できるように相談援助する場合に加算されます。 
　　　　　　　A　食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 



　　　　　　　B　運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助 
　　　　　　　C　家屋の改善や退去する者の介助方法に関する相談援助 
　　　　　　　D　退去日から２週間以内に、退去後の居宅地を管轄する市町村等に必要な情報を提供します。  
　　　　カ、入院時費用加算（６日／月を限度とする） 

入院後３カ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受入体制を整えているこ
と 

キ、口腔・栄養スクリーニング加算　 
従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認

を行い、 
情報を担当する介護支援専門員に提供していること。※６月に１回を限度とします。 

ク、栄養管理体制加算　　 
　管理栄養士が日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行うこと 
ケ、生活機能向上連携加算　　　 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、事業所を訪問し、計画作成担当者と身体状況等
の評 

価を共同して行うこと。また、計画作成担当者は、生活機能の向上を目的とした計画を作成すること 
　　　　コ、退居時情報提供加算 
　　　　　　医療機関へ退所する入居者等について、退院後の医療機関に対して同意の上、心身の状況・生活歴
等 
　　　　　　を示す情報を提供すること 
　　　　サ、　介護職員等処遇改善加算Ⅱ　※令和６年６月施行 
　　　　　１月あたりの総単位数（基本利用料＋各種加算）×１８．６％ 

　　　　キャリアパス要件（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）、職場環境等要件、取り組み内容の見える化を全て満たす事業所が対象
となります。 
シ、　食材料費　１日につき　１，４５０円　　 

　　　　　　　　１、食事代　　　朝食　　　　３５０円 
昼食　　　　３５０円 

　　　　　　　　　　　　　　　　夕食　　　　５５０円　　　　（計１，２５０円） 
　　　　　　　　２、おやつ代　　　　　　　　２００円 
 

家賃 
Ａタイプ　２３，０００円（１日当り　　７６６円６６銭）） 
Ｂタイプ　２８，０００円（１日当り　　９３３円３３銭）） 
Ｃタイプ　３０，０００円（１日当り　　１，０００円）　　 

　備　　　　　　考 
 

水道光熱費 １１，４００円　 個室内個人使用分 

冷暖房費 ５，７００円　　 
特別暖房料（１１月～４月）１２０円／日 

個室内個人使用分 

電化製品持込み料 
※１台につき 

・テレビ　　７０円／１日 
・冷蔵庫　　７０円／１日 
・パソコン及びモニター　　７０円／１日 

 

共益費 １４，１００円　 
 

階段、街頭等共有部分光熱費、エレ
ベーター保守、維持費、ごみ処理
費、火災保険料、共有部品等 

 
 
 

　日常生活費 

理美容代 １回 ２，５００円 

はくパンツ １袋 ２，３８０円 

尿とりパット １袋 １，１００円 

ポリマーライフ １袋　　 　　９００円 

横漏れ安心テープ止め １袋 １，３００円 

※　家賃については、３０日を基準として、１日当りの金額に利用日数を乗じ、少数点第１位を四捨五入した額を
お支払いいただきます。 
　　料金の支払方法 
　　　毎月、翌月１０日頃までに前月利用分の請求書を送付いたしますので、１カ月以内にお支払いください。領



収書を発行いたします。連絡がなく１カ月以上支払いが遅延する場合は、連帯保証人の追加など保証人
に連絡の上、相談となります。 
※​ お支払い方法は、銀行振込、現金持参の中から自由に選択して頂きます 
・保証金 
・退居時の引越し費用、居室の著しい破損の改修費用等に充てます。 
・​ 保証金の額は、３００，０００円を上限とし、一括若しくは分割して納入して頂きます。 
・​ 退居時には、清算し、残額は返還いたします。 
※保証人は、本人が死亡後も支払い義務を負うこととし、また、保証人は、本人死亡後は 
すみやかな退居に協力するものとします。 

５　サービスの利用方法 
　（１）サービスの利用開始 
　　　　まずは、お電話等でお申し込みください。当施設の職員がご連絡いたします。 
　　※居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談くださ

い。 
　 
（２）サービスの終了 
　　　　ア　お客様のご都合でサービスを終了する場合 
　　　　　退所を希望する日の３０日前までにお申し出ください。 
　　　　イ　自動終了 
　　　　　以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 
　　　　　・お客様が他の介護保険施設に入所した場合 
　　　　　・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当（自立、要支援１）と認定さ

れた場合 
　　　　　　※この場合、条件を変更して再度契約することができます。 
　　　　　・お客様が亡くなられた場合 
　　　　ウ　その他 
　　　　　・お客様やご家族などが当施設や当施設のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行

為を行った場合は、サービス契約終了の７日前に文書で通知し、退所していただく場合があります。 
お客様が病院又は診療所に入院し、明らかに２週間以内に退院できる見込みがない場合又は入院
後２週間しても退院できないことが明らかになった場合。 

 
６　サービス内容に関する苦情 
（１）　当施設のお客様相談・苦情窓口 

　　担当者　　翁長　孝子　　久末　真澄 
　　電　話　　０１７－７６５－２６６６　ＦＡＸ　０１７－７６５－２６７５ 
　　受付日　　年中 
　　受付時間　午前１０時～午後１６時 

 
（２）苦情処理体制 

・​ 苦情等の内容を確認し、解決方法に関する意向をお聞きいたします。 
・​ 相談者の意志を尊重し、内容に応じた適切な対応を行います。 
・​ 緊急をようすると判断された内容については、事業者と協議のうえ関係機関・入居者の家族等に

連絡いたします。 
※​ 苦情対応の流れ　別紙参照 

（３）その他 
当事業所以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合の相談・苦情窓口等に苦情を伝

えることができます。 
ア　青森市介護保険課　　　　　　　　　　　　　　　　　　０１７－７３４－５２５７（直通） 
イ　青森県国民健康保険団体連合会（苦情処理委員会）　　　０１７－７２３－１３０１（直通） 

 
７　緊急時の対応方法 
　　　サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、又は協力医、救急

隊、ご家族、介護支援専門員等へ連絡をいたします。 

協力医 
氏名 北川ひ尿器科クリニック　　北川　医師 

連絡先 青森市花園２丁目４４３－１８ 電話番号 ０１７－７６５－３３５５ 

家族 
氏名  



連絡先  電話番号  

主治医 
氏名  

連絡先  電話番号  

　　※　医療連携体制に伴い、当事業所看護師との２４時間体制での連絡体制を確保しております。 
８　事故発生時の対応 

サービスの提供中に事故が発生した場合は、お客様に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置

を講じ、速やかにお客様がお住まいの市町村、ご家族に連絡を行います。 

　　  　また、事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録するとともに、その原因を解明

し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

　　　　なお、当事業所の介護サービスにより、お客様に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速

やかに損害賠償いたします。（当事業所は三井住友海上火災と損害賠償保険契約を結んでおりま

す。） 

９　非常災害対策 

防災時の対応 自動的に消防署へ通報されます。 

防災設備 火災報知器（煙探知器）、非難用緩降器が設置されております。 

防災訓練 年２回入居者及び職員が訓練を行います。 

防火責任者 久末　真澄 

　　　 
10　秘密の保持と個人情報の保護について 

1​ 利用者及びその家族に関する秘密
の保持について 

1​ 事業者は、利用者又はその家族の個人情報に
ついて「個人情報の保護に関する法律」及び厚
生労働省が策定した「医療・介護関係事業者に
おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダ
ンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとし
ます。 

2​ 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業
者」という。）は、サービス提供をする上で知り得
た利用者又はその家族の秘密を正当な理由な
く、第三者に漏らしません。 

3​ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供
契約が終了した後においても継続します。 

4​ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又
はその家族の秘密を保持させるため、従業者で
ある期間及び従業者でなくなった後においても、
その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用
契約の内容とします。 

 

2​ 個人情報の保護について 

1​ 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない
限り、サービス担当者会議等において、利用者
の個人情報を用いません。また、利用者の家族
の個人情報についても、予め文書で同意を得な
い限り、サービス担当者会議等で利用者の家族
の個人情報を用いません。 

2​ 事業者は、利用者又はその家族に関する個人
情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁
的記録を含む。）については、善良な管理者の
注意をもって管理し、また処分の際にも第三者
への漏洩を防止するものとします。 

3​ 事業者が管理する情報については、利用者の求
めに応じてその内容を開示することとし、開示の
結果、情報の訂正、追加または削除を求められ
た場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達
成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。



(開示に際して複写料などが必要な場合は利用
者の負担となります。) 

 
 
11　高齢者虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な
措置を講じます。 

（1）​ 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 久末　真澄 

（2）​ 高齢者虐待防止の指針を整備しています。 
（3）​ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を

図っています。 
（4）​ 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修・訓練（シュミレーション含む）を実施しています。 
（5）​サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 
 
12　身体拘束について 

事業者は、身体的拘束等適正化のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 
（1）身体拘束に関する担当者を選定しています 

身体拘束に関する担当者 久末　真澄 

（2）身体拘束防止に関する指針を整備しています。 
（3）身体拘束防止を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています 
（4）従業者に対して、身体拘束に関する定期的な研修を実施しています。 
（5）原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本
人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、
次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘
束の時間、経過観察や検討内容を記録し、５年間保存します。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 
（1）​ 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが

考えられる場合に限ります。 
（2）​ 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止するこ

とができない場合に限ります。 
（3）​ 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身

体拘束を解きます。 
 
13　地域との連携について 

①運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めま
す。　 
②指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の
代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、（介護予防）認知症対応型共同生活
介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下、この項において「運営推進会議」と言いま
す。）を設置し、概ね２月に１回以上運営推進会議を開催します。 

③運営推進会議に対し、サービス内容及び活動状況を報告し、運営推進会議による評価をうけるとともに、
必要な要望・助言等を聴く機会を設けます。また、報告・評価・要望・助言等についての記録を作成し、公
表します。 

 
14　サービス提供の記録 

①指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護等を提供した際には、提供した具体的なサービス内容等の
記録を行うこととし、その記録は退去等によりサービス提供を終了した日から起算して最低２年間は保存、利用料
及び他の請求及び受領に係る記録については５年間保存します。 
②利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができ
ます。　 
③入居に際して入居年月日及び事業所名称を、退居に際して退居年月日を介護保険被保険者証に記載い
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※別紙 

苦情対応の流れ 
 

　　　　利用者・家族等（苦情申出人） 
　　　　　　　　 

相談、助言 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
​ 苦情　　　　　　苦情　　　　　　　　　　苦情​ 事業所 

苦情受付　　　　　　　　　　苦情受付担当者 
関係機関　　　　　　　　　久末・翁長​ 従業者 

（市町村、国保連合会等​ 報告 
 
​ 報告​ 指示 
調査、指導 
​ 召集・指示 
​ 苦情解決責任者​ 苦情対応委員会 
​ 　　　　　　　　　　代表取締役　村松　　　　　　　　事実調査、解決策検討 
​ 調査協力 
　　　　　　　　　　　　　　　　　​ ​ ​ 報告 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結果 
 

​ 公表 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
介護予防認知症対応型共同生活介護の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、重要な事項を
説明しました。 
 

令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　 
　　　　〒030-0966 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所所在地　青森市花園２丁目４４－７ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　017-765-2675 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称　すかいグループホーム　　　　　　　　　　　　　 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 
 
　私は、本書面により、事業者から介護予防認知症対応型共同生活介護についての重要事項の説明を受け、
サービスの提供開始に同意します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（利用者）　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印 
 

（連帯保証人）　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　 
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

個人情報利用同意書 
 

私（及び私の家族）の個人情報の利用については、下記により必要最小限の範囲内で使用することに

同意します。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 

 

１　使用目的 

(1)　介護サービスの提供を受けるにあたって、介護支援専門員と介護サービス事業者との間で開催さ

れるサービス担当者会議において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合。 

(2)　上記(1)の外、介護支援専門員又は介護サービス事業所との連絡調整のために必要な場合。 

(3)　現に介護サービスの提供を受けている場合で、私が体調等を崩し又はケガ等で病院へ行ったとき

で、医師・看護師等に説明する場合。 

２　個人情報を提供する事業所 

(1)　居宅サービス計画に掲載されている介護サービス事業所 

(2)　病院又は診療所（体調を崩し又はケガ等で診療することとなった場合） 

３　使用する期間 

サービスの提供を受けている期間 

４　使用する条件 

(1)　個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当たって

は関係者以外の者に洩れることのないよう細心の注意を払う。 

(2)　個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過を記録する。 

 

 

令和　　　年　　　　月　　　日 

　　　　　　　　　〒030-0966 

事業所の名称　　青森市花園２丁目44-7 

　　　　　　　　　　　TEL　017-765-2666 

　　　　　　　　すかいグループホーム　殿 

 
（利用者）住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 

 

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

（連帯保証人）住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 

　 

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印 
 
 

 
 
 

 
（別紙１） 



看取りケア加算について 
 
※　医師の診断のもとご利用者様が住みなれたホームで、できる限りその人らしさを尊重して暮らせるようなケア

を希望された場合についての注意事項 
 

1​ 看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、利用者ご家族様側にとっては事業所に入居してい
ない月についても自己負担を請求される場合があります。（病院やご自宅で亡くなられる可能性もある為）
よって、利用者様が退居する際、退居等の翌月に亡くなった場合に前月分の看取り介護加算に係る一部負
担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を頂くこととなります。 
※当ホームで実際に看取りケアを行っていない日は、請求の対象とはなりません 
（例、入院中、ご自宅療養中など） 

 
2​ 状態変化などにより、医療機関などへ退居された後も、当ホームは継続してご家族様への助言や医療機関

に対する情報提供等を行うことが必要である為、ご家族様、入院先の医療機関等と継続的な関わりの中
で、利用者の死亡を確認させて頂くこともあります。尚、情報の共有を円滑に行う視点から、当ホームが入院
する医療機関等に利用者の状態を尋ねた時に、当該医療機関等が当ホームに対して本人の状態を伝える
ことについて、退居等の際、本人、又はご家族様へ説明をし、文書にて同意を頂く事となります。 

 
 
 
 
 


